仕様書
1 業務内容

本業務は、施設に設置してある空気調和設備及び電気設備機器等を、常に良好な状態に維持し、施設の運営管理を円滑に行うため、これらの設備機器の運転及び保守管理を行うものであり、その内容は、次のとおりとする。

（１）　作業内容

ア　空気調和設備の運転管理

　　　　　別紙1の運転管理基準に基づき、空気調和設備の運転操作を行うものとする。

　　　イ　空気調和設備の保守管理

　　　　　別紙2の空気調和設備保守管理基準に基づき、空気調和設備の保守管理を行うものとする。
　　　ウ　衛生及び給排水設備の保守点検

（1） 各ポンプ用モーターの点検整備

（2） 汚水槽・雑排水槽設備及び空調機械室の各機器の保守
（3） 遊離残留塩素の検査
省令第４条第１項１号に規定する有遊残留塩素の検査を行う。

（4） 各配管系等の巡回点検整備
（5） パッキング、その他消耗品の取り替え、注油及び小修理

エ　自家用電気工作物及び負荷設備の保守管理
（1） 別紙３の点検基準に定める点検備

（2） 電気室の変圧器、配電盤その他の付属機器の点検整備
（3） コンセント、スイッチ等の点検整備
（4） 時計の点検及び調整

（5） 避雷針の点検及び調整
（6） 非常用予備電源設備の点検整備
（7） その他簡易な小修理

オ　その他

（1） 冷暖房装置の点検整備及び切替整備の実施
（2） 自家用電気工作物リレー作動試験の実施

（3） 点検等の記録及び記入提出
（4） 簡易な小修理

（２）　業務に従事する日及び時間
　　　ア　業務日

　　　　　　業務に従事する日は、別表の令和８年度業務実施カレンダー案　冷暖房設備及び電気設備管理業務に準ずるものとし、業務日については、年度開始1ヶ月前までに発注者が定め通知する。曜日の関係で、１～２日程度の増減は見込んでおくこと。
　　　イ　業務に従事する時間

　　　　　8時15分から17時15分まで（年間１２日程度の20時までの延長勤務あり）
２　業務実施上の留意事項
（1） 業務の実施に当たっては、アに定めるものを責任者として指定する。
また、イに定める者を常駐させて業務に従事させるものとする。
　　　ア　第三種電気主任技術者

　　　　　ただし、電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する免状を有する者であること
　　　イ　ボイラー技術者(二級以上)
　　　　　ただし、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第61条に規定する免状を有する者であること　

（2） 電気主任技術者の業務に関すること
（電気主任技術者の選任等）
発注者は、業務に従事する常勤の従事者より、電気事業法第４３条第１項に係る主任技術者（以下「電気主任技術者」という）を選任するものとする。

　　　ア　発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重するものとする。

　　　イ　自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
　　　ウ　電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
　　　エ　受注者は、電気主任技術者の選任に伴う、選任・解任の届出及び保安規程の改定等、必要な事務手続きを発注者の指示のもとに行わなければならない。
（3） 受注者は、当該施設が教育施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないよう業務に従事させるものとする。
（4） 業務の実施に当たっては、施設の管理運営に支障のないよう行うものとする。

（5） 受注者は従業員に、常に統一した衣服を着用させ、名札を着用させること。

（6） 受注者は、業務内容を十分に把握すると共に、年度当初から業務が円滑に行われるよう、現場訓練等の研修を委託業務開始前に実施し、従業員の指揮、監督、指導を行い、その結果について書面で発注者に報告すること。
３　報告

（１）　受注者はあらかじめ発注者に対し、現場責任者及び他の従業員の資格等を報告すること。現場責任者及び他の従業員に変更があった場合も同様とする。

（２）　公益財団法人広島市文化財団委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書は年間計画書とし契約締結後速やかに提出し、発注者の承認を受けること。
（３）　公益財団法人広島市文化財団委託契約約款第１２条１項に定める委託業務実施報告書は運転日報及び１か月分の業務内容を記載した月間報告書とし、受注者は、運転日報については業務終了の翌日（休日等についてはその翌日）に、月間報告書については翌月１０日までに（ただし３月３１日の運転日報及び３月の月間報告書については、３月３１日の業務終了後に）、それぞれ所定の様式により発注者に提出するものとする。
４　検査完了期日（期限）
　　発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日
の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が
３月３１日を超える場合は３月３１日とする。

５　経費の負担
（１）　運転管理及び保守管理に伴って生じる小修理については、受注者の負担とする。
（２）　受注者が業務を行う上で、館において使用する電気・ガス及び水道の使用料は発注者の負担とする。ただし、電気、水道及びガスの使用に当たっては、効率的に使用するよう努めること。
（３）　従業員の着用する衣服の製作・保守にかかる費用は受注者の負担とする。

６　その他

（１）　受注者は、従業員の心身の健康に留意し、労使関係を友好に保つこと。

（２）　受注者は、従業員に対し、法律で定められた社会保険加入や年次有給休暇等の必要な福利厚生措
置を施すこと。

（３）　受注者は、緊急・非常事態においては、来館者の誘導等臨機応変な措置がとれるよう努めること。

（４） この仕様書に疑義のあるとき、または定めのない事項については発注者と受注者が協議して定め
るものとする。
別紙1

運　転　管　理　基　準

	項　　目

対　　象
	点　　検　　内　　容
	点　検　時　期

	冷

温

水

発

生

機
	蒸発器
	１．冷温水出入口温度、冷媒温度（冷房期）の確認

２．真空度の確認（冷房期）
３．冷媒液面の確認（冷房期）
	毎日（２時間ごと）

〃

〃

	
	吸収器


	１．冷却水出入口温度（冷房期）の確認

２．熱反への希溶液温度、スプレー中間溶液温度の確認（切替時）
３．凝縮冷媒温度の確認（冷房期）
４．液面の確認
	〃

〃

〃

	
	再生器
	１．高圧再生器温度の確認

２．高圧再生器圧力、空気圧力の確認

３．高圧再生器液面の確認
	〃

〃

〃

	
	その他
	１．運転電流の確認

２．運転時間の確認

３．運転時間に対する燃料使用料の確認
４．遊離残留塩素検査（検査箇所１か所）発注者の指定場所
	毎　　日

〃

〃
週１回（年52回）

	冷　却　塔
	1． 運転電流の確認（冷房期）
2． 冷却水の流布状況（冷房期）
3． ボールタップの確認（冷房期）
4． 冷却塔の清掃
	毎日(2時間ごと)

毎　　日

〃

月　１　回

	空　調　機
	1． 運転電流の確認

2． 冷温水出入口の圧力の確認

3． 送風機の異常音点検
	毎日(２時間ごと)

〃

〃

	送　風　機
	1． 運転電流の確認

2． 軸受のオイル、グリスの確認

3． 異常振動及び音の有無の確認

4． ファンベルトの調整
	毎日(２時間ごと)
毎　　日

〃

〃

	ポ　ン　プ
	1． 運転電流の確認

2． 連成型、圧力計の圧力確認

3． 駆動部の異常振動、騒音、熱の確認

4． グランドパッキンの漏水点検
5． トイレ洗浄ポンプの動作確認
	毎日(２時間ごと)

毎　　日

〃

〃
〃


　　　　　

別紙２

空気調和設備保守管理基準

	項　　目

対　　象
	点　検　内　容
	点　検　時　間

	冷温水発生機
	1． ポンプ、抽気ポンプ、ダイヤフラム弁、フロアーの点検整備

2． 燃焼設備、ガス電磁弁、点火プラグスパークの作動点検

3． プロテクトリレーの動作点検

4． 点火監視、ウルトラビジョンの清掃

5． 安全炉、バーナータイル耐火材の点検

6． 冷暖房切替

7． 安全装置の作動及び点検整備

8． 自動制御装置の作動及び点検整備

9． 絶縁抵抗測定
	冷房時期　２回

暖房時期　２回

	冷　却　塔
	1． 冷却塔及び冷却水管の水抜き及び清掃

2． ファンの点検、清掃、注油

3． 絶縁抵抗測定
	年　　１　　回

	空　調　機
	1． 空調機室、空調機内、エヤーフィルターの清掃
2． 加湿スプレーの目づまり点検

3． 送風機の注油及びファンベルト張り点検

4． 軸受部の注油
5． 加湿器の点検、調整、清掃
6． ドレンバン清掃

7． 絶縁抵抗測定

8． 送風機の清掃

9． 吹出口・換気口の清掃
10. フロン排出法に係る冷暖房機の簡易点検
	冷暖房時月１回

〃

〃
〃

暖房時月１回

冷暖房時年１回
〃

年　　１　　回

冷暖房時年２回
年　　６　　回

	ポ　ン　プ
	1． グランドパッキン、カップリングゴムの取替え

2． 絶縁抵抗測定
	年　　１　　回

	送　風　機
	１．翼部分の磨耗、ベアリングの異常音の確認

２．Vベルトの磨耗、たわみの確認

３．オイル、グリスの抜替

４．翼部分のダストの清掃

５．電動機の軸受の点検
	年　　１　　回

	蓄　熱　槽
	１．清掃点検

２．漏水箇所の点検
	年　　２　　回

	自動制御機器
	１．外傷点検

２．検出点検

３．作動試験及び点検調整

４．総合運転調査

５．絶縁抵抗測定
	年　　１　　回


別紙３

点　検　基　準

	項　　目

対　　象
	日常巡視点検手入

	
	No.
	周期
	点検箇所・ねらい

	受　　　　電　　　　設　　　　備　
	断路器
	１

２
	１週間

〃
	受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ

汚物、異物付着

	
	遮断器
	１

２

３
	１週間

〃

〃
	外観点検、汚損、漏油、亀裂、加熱発錆損傷

指示、点灯

その他必要事項

	
	母線
	１

２
	１週間

〃
	腐食、損傷、過熱

碍子部の損傷

	
	受電用変圧器
	1
	１週間
	本体の外部点検、漏油、汚損、振動、異音、温度

	
	計器用変成器
	１
	１週間
	外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、異音、ヒューズの異常、その他必要事項

	
	避雷器
	１
	１週間
	外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損

	
	配電盤
	１

２
	１週間

〃
	計器の異常、表示灯の異常

操作、切替開閉器などの異常、その他必要事項

	
	電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ
	１
	１週間
	本体外部点検、漏油、汚損、異音、振動

	配　電　設　備
	断路器

遮断器

開閉機器
	１
	１週間
	受電設備の項と同じ

	
	配電用変圧器
	１
	１週間
	受電設備の項と同じ

	
	ケーブル
	１

２

３
	１週間

１日

３週間
	ﾍｯﾄﾞ、接続箱、分岐など接続部の過熱、損傷、腐食、漏油
敷設部の無断掘削
標識との離隔距離

	負荷設備
	電動機

その他回転器
	１

２
	１日

１週間
	運転者が異音、回転、過熱、異臭、設油状況などについて注意する

整流子、端子、集電環

	
	照明設備
	１
	１日
	異音、汚損、不点

	
	配線
	１
	１週間
	開閉器の点検、湿気、塵埃等に注意

	非常用予備電源設備
	原動機関係
	１

２

３
４

５
	２週間

〃

〃
６か月

１年
	燃料系統からの漏油

機関の始動停止

バッテリーの充電状況
機器点検（設備の正常な動作確認、機器の損傷の有無の確認）
総合点検（機器を作動させ使用し、総合的な機能の確認）

	
	発電機関係
	１

２

３
	２週間
６か月
１年
	電動機と同じ
機器点検（設備の正常な動作確認、機器の損傷の有無の確認）
総合点検（機器を作動させ使用し、総合的な機能の確認）

	電気工作物リレー
	年１回
	作動試験


